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恒春ノ郷デイサービスセンター 

（横浜市通所介護相当サービスを含む） 

 重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所（施設）はご利用者に対して通所介護サービスを提供します。事業所（施設）の概要や提供   

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当事業所の利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」「要支援」と認定された方が対象です。

尚、要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

 

（横浜市指定  第１４７３６００１２８号） 
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1. 事業者（法人）の概要 

名 称 社会福祉法人 親善福祉協会 

所在地 横浜市泉区西が岡１－２８－１ 

代表者名 理事長  水 地 啓 子 

電話番号 ０４５（８１３）０２２１ 

 

2. 事業所（施設）名称及び所在地 

名 称 恒春ノ郷デイサービスセンター 

所在地 横浜市泉区西が岡１-３０－１ 

電話番号 ０４５（８１３）０００８ 

管理者名  平 野  貴 之 

事業所番号 神奈川県 第１４７３６００１２８号 

 

3. 目的及び運営方針 

（１） 目  的 

恒春ノ郷デイサービスセンターは、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能

な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、通所介護サー

ビスを提供します。 

 

（２）  運営方針  

当事業所におけるサービス提供方針は次のとおりです。 

① 利用者が自立した日常生活を営むこと及び利用者の家族の負担を軽減することを目標に、利用者の心身

の特性を踏まえ、その有する能力に応じて、通所介護サービスを提供します。  

② 通所介護サービス計画の作成にあたっては、利用者の意思を尊重し、心身の状況、その置かれている環境

等に応じて、利用者が自立した日常生活を営むことができることを目標とします。計画の作成にあたって

は、必要に応じて利用者宅を訪問の上、状況調査を行います。 

③ 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体等との綿

密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護

状態になることの予防に資するように十分配慮します。 

④ 事業所は、従業員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備

します。 

ア 採用時研修 採用後６か月以内 

イ 定期研修 

 

 

 

4. 施設の概要 

（１） 構造等 

構造階数 鉄筋コンクリート造 地上２階建 

延べ床面積 ４，６７４.３６ ㎡ 
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（２） 定員 

種 別 利用定員 

恒春ノ郷デイサービスセンター 

通所介護 

横浜市通所介護相当サービス 

２５名 

 

（３） 主な設備 

 

 

 

 

 

 

（４） 職員配置 

職種 人数 
常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １  １   

生活相談員 ３ １ ２   

看護職員 ３  １  ２ 

介護職員 １０  ２ ８  

機能訓練指導員 

（理学療法士・看護職員 等） 
４  １  ３ 

運転員 ４   ３ １ 

合計 ２５ １ ７ １１ ６ 

 

（５） 職員の勤務体制 

 従業員の勤務する始業及び終業時間は次のとおりです。 

 始業８：００～終業１８：００（うち休憩６０分、交替でとります） 

 但し、個々の業務の都合その他やむを得ない事情によりこれを繰り上げ又は繰り下げることがあります。 

 

5. 営業日及び営業時間、サービス提供地域 

営業日  

月曜日から土曜日  

※１２月３０日～１月３日の期間は年末年始休業とします。 

※悪天候、災害、感染症拡大その他の理由により、施設運営が困難な場合や

安全にサービスを提供することが困難な場合は、休業とさせていただきま

す。 

営業時間  ８：００～１８：００  

サービス提供地域  横浜市泉区の一部、戸塚区の一部  

 

  

種別 面積等  

通所者用機能訓練室 １２６．４０ ㎡  

通所者用デイルーム １５８．００ ㎡  

浴 室 ３６．０７㎡  一般浴・リフト浴 
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6.  提供するサービス内容  

日常生活介護  日常生活において必要な介護サービスを提供します。 

健康状態の確認 健康状態の確認を行います。 

機能訓練 体操やリハビリ等、利用者の状態および個別機能訓練計画書

（運動器機能向上訓練計画書）に沿った身体運動をおこない

ます。 

レクリエーション 音楽、ゲーム、脳トレ等、趣味・嗜好を凝らした各種レクリ

エーションを行います。 

入浴  入浴介助サービスを行います。 

利用者に傷病や感染症疾患の疑いがあるとき・体調不良に 

より入浴が適当ではないと事業所（看護職員等）が判断した

場合には入浴を中止することがあります。 

食事（昼食とおやつ）  管理栄養士の立てる献立により、栄養並びにご利用者の身体

の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

昼食 11：30 

おやつ 15： 00 前後  

口腔ケア  口腔機能の低下予防、口腔機能の向上を目的として、食前の

口腔体操、食後の歯磨き指導・実施、口腔機能に関する情報

提供、嚥下機能に関する訓練の指導・実施等をおこないま

す。 

送迎  車両による送迎サービスを行います。  

生活相談  利用者の生活、今後の対応、家族の要望等を含め、

相談に応じます。  

その他  その他、ケアプランに基づいた必要な介護サービス

を提供します。  

 

7.  利用料  

◆利用者負担額  

 通所介護費（１回につき） 単位数 
利用者負担額 

(円１割負担) 

利用者負担額 

(円２割負担) 

利用者負担額 

(円３割負担) 
説明等 

基
本
額 

 要介護１ ６５８  ７０６  １，４１１  ２，１１６    

 要介護２ ７７７  ８３３  １，６６６  ２，４９９    

 要介護３ ９００  ９６５  １，９３０  ２，８９５    

 要介護４ １，０２３  １，０９７  ２，１９４  ３，２９０    

 要介護５ １，１４８  １，２３１  ２，４６２  ３，６９２    

加
算
額 

 入浴介助加算（Ⅰ） ４０  ４３  ８６  １２９  １日につき 

 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６  ６０  １２０  １８０  １日につき 

 口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０  １６１  ３２２  ４８３  
１回につき

（月２回程度）） 

 科学的介護推進体制加算 ４０ ４３ ８６ １２９ １月につき 

 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２  ２４  ４７  ７１  １回につき 

 送迎を行わない場合の減算 －４７  －５１  －１０１  －１５１  片道につき 

 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算  

（Ⅰロ）※ 
介護報酬総単位数（基本額＋各種加算減算）×12.0％×10.72 円 



5                    2026.06 重要事項説明書 

 

 横浜市通所介護相当サービス費 

 （１月につき） 
単位数 

利用者負担額 

(円１割負担) 

利用者負担額 

(円２割負担) 

利用者負担額 

(円３割負担) 
説明等 

定
額 

通所型独自サービス１１ １，７９８  １，９２８  ３，８５５  ５，７８３  
要支援１ 

（週１回程度） 

通所型独自サービス／２１２ １，７９８  １，９２８  ７，７６４  ５，７８３  
要支援２ 

（週１回程度） 

通所型独自サービス１２ ３，６２１  ３，８８２  ７，３５０  １１，６４６ 
要支援２ 

（週２回程度） 

加
算
額 

サービス提供体制加算（Ⅰ） ８８  ９５  １８９  ２８３  
要支援１ 

（週１回程度） 

サービス提供体制加算（Ⅰ） １７６  １８９  ３７８  ５６６  
要支援２ 

（週２回程度） 

科学的介護推進体制加算 ４０  ４３ ８６  １２９ １月につき 

送迎を行わない場合の減算 －４７ －５１ －１０１ －１５１ 片道につき 

 介護職員等処遇改善加算 

（Ⅰロ）※ 
介護報酬総単位数（基本額＋各種加算減算）×12.0％×10.72 円 

※  介護職員等処遇改善加算等の利用者負担額は、上記額－（上記額×負担割合 （ １ 円 未 満 切 り 捨 て ））  

＊利用者負担額（１割・２割または３割）の算出方法  

単位数×10.72 円＝○○円（１円未満切り捨て）  

○○円－（○○円×0.9， 0.8 又は 0.7（１円未満切り捨て））＝△△円（利用者負担額）  

＊利用者負担額欄は、各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。  

ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、１か月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が

出ます。  

 

8. 利用料等のお支払い 

（１） 口座引落 

毎月、１０日以降に「7 利用料」に記載の金額を基に算定した前月分の利用料金等を利用料明細書によ

り請求し、同月２７日（金融機関が休日の際は翌営業日）にご指定口座よりお引落としさせていただきま

す。なお、金融機関等手続の都合にて初回お引落とし時に間に合わない場合は、翌月に合算してお引落し

させていただきますのでご了承願います。 

 

金融機関口座からの自動引き落とし（翌月 ２７日）      浜銀ファイナンス 

 

（２） その他の支払い方法 

口座引落以外の方法による利用料等の支払いを希望される場合は、施設までお問合せください。 

 

9. 緊急時の対応 

事業所はサービス提供に際して、利用者に急変、体調不良、その他事故等がみられた場合には、利用者 

本人、家族、他介護サービス事業所（ケアマネージャー等）等への連絡その他適切な措置を迅速に行いま

す。 

   緊急時に連絡可能な連絡先をあらかじめ事業所にお伝えください。尚、連絡先に変更があった場合には、 

速やかに事業所までお知らせください。 
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10. 苦情等相談窓口 

(１) 当事業所における苦情等の受付 

サービスに関する利用者及びその家族からの苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

苦情受付窓口担当者  事務長  髙野  保  

苦情解決責任者  施設長  平野  貴之  

ご利用時間  月曜日～金曜日８：３０～１７：３０  

電話番号  ０４５－８１３－０００８   

ＦＡＸ  ０４５－８１３－７４２５  

ご意見箱の設置  １階フロアに設置しています  

 

(２) 行政機関その他苦情受付機関 

横浜市泉区 

高齢・障害支援課 

所在地  横浜市泉区和泉中央北５-１-１ 

電話番号 ０４５－８００－２４３６ 

（要介護認定・サービス利用に関すること） 

ＦＡＸ  ０４５－８００－２５１３ 

受付時間 月曜日～金曜日 ８：４５～１７：００ 

横浜市戸塚区 

高齢・障害支援課 

所在地  横浜市戸塚区戸塚町１６-１７ 

電話番号 ０４５－８６６－８４５２ 

（要介護認定・サービス利用に関すること） 

ＦＡＸ  ０４５－８８１－１７５５ 

受付時間 月曜日～金曜日 ８：４５～１７：００ 

はまふくコール 

（横浜市高齢者施設等苦情相談等 

受付窓口運営事業） 

横浜市健康福祉局高齢福祉課 

所在地 横浜市中区本町６－５０－１０ 

電話番号 ０４５－２６３－８０８４ 

ＦＡＸ  ０４５－６４１－６４０８ 

受付時間 月曜日から金曜日  

９：００～１７：００ 

神奈川県 

国民健康保険団体連合会 

介護苦情相談課 

所在地 横浜市西区楠木町２７-１ 

電話番号 ０４５-３２９-３４４７ 

ＦＡＸ  ０５７０-０２２１１０（苦情専用） 

受付時間 月曜日～金曜日８：３０～１７：１５ 

かながわ福祉サービス 

運営適正化委員会 

（神奈川県社会福祉センター内） 

所在地 横浜市神奈川区反町３-１７-２  

電話番号 ０４５-３１１-８８６１（相談専用） 

ＦＡＸ  ０４５－３１２-６３０２ 

受付時間 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 
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○地域包括支援センター 

横浜市岡津地域ケアプラザ 電話番号 ０４５-８１２-０６８５ 

横浜市新橋地域ケアプラザ 電話番号 ０４５-８１３-３８７７ 

横浜市踊場地域ケアプラザ 電話番号 ０４５-８０１-２９２０ 

横浜市いずみ野地域ケアプラザ 電話番号 ０４５-８００-０３２２ 

横浜市上矢部地域ケアプラザ 電話番号 ０４５-８１１-２４４２ 

（３）第三者委員 

一柳博行 ０４５－３９２－５１７０（福祉部） 

岩波美佐子 ０４５－３９２－５１７０（福祉部） 

   

11. 非常災害時の対策 

非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者ま

たは火気・消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行い

ます。  

 

12. 秘密の保持及び個人情報の保護 

施設と職員は、業務上知り得た利用者もしくはその個人情報を適切に取り扱い、正当な理由なく第三者

に漏らしません。但し、下記につきましては利用者及び代理人の同意を得て、個人情報を使用するもの

とします。 

（１） サービス提供困難時の事業間の連絡、紹介等 

（２） 居宅介護支援事業所等との連携 

（３） 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合の市町村の通知 

（４） 利用者に病状の急変が生じた場合等の医師への連絡等 

（５） 生命・身体の保護のため必要な場合 

 

13. 事故発生防止について 

（１） 安全かつ適切に、質の高いサービスを提供するために、事故防止マニュアルを作成、介護・医療事

故を防止するための体制を整備します。 

（２） ①通所者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、

通所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。  

②事故の状況及び事故に際して取った処置について記録する。  

③通所者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、  

損害賠償を速やかに行う。  

 

14. 身体拘束その他行動制限の禁止 

施設は利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむをえない場合を除き、利用者

に対し身体的拘束その他方法により行動を制限しません。 
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15. 施設利用にあたっての留意事項 

迷惑行為等  施設内では次に挙げるような行為はしないでください。  

・  けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと  

・  施設の秩序又は風紀を乱し、安全衛生を害すること  

・  指定した場所以外で火気を用いること  

・  故意に施設もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと  

・  騒音等他の利用者の迷惑になる行為  

・  利用者同士の物品売買や贈答行為  

・  事業所及び職員・他利用者に対するハラスメント行為と認められ

るもの  

・  施設内での喫煙  

所持金品の管理  所持金品（携帯電話）等は、自己の責任で管理してください。  

貴 重 品 ・ 食 べ 物 の  

持ち込み  

施設内には次に挙げる物の持ち込みはご遠慮ください。  

尚、心身の状態等から必要と思われる場合はご相談ください。  

・貴重品（金銭、装飾品、腕時計  等）  

・食べ物（飴等の菓子類、ジュース等の飲料類）  

宗教活動・政治活動  他の利用者に対する宗教活動や政治活動はご遠慮ください。  

動物持ち込み  施設内へのペットの持ち込みはお断りいたします。  

長 期 間 利 用 が な い  

場合  

医療機関への入院、他介護施設への短期入所等の理由により、３か月

以上利用がない場合は、以降の登録・利用についてご相談させていた

だきます。  

いったん利用取消となった場合でも、再度利用申し込みをしていた

だき、手続き完了後に利用再開することは可能です。  

その他  事業所内での物品販売は行っていません。  

事業所内での医療診察は行っていません。  

 

16.運営規程に定められたその他の費用 

昼食代（日額） ９００円  

おやつ代（日額） １００円  

美容ヘアカット代 １，８００円  

パンツ（リハビリパンツ・パット等）代 現物返却  

キャンセル料 無料  

教養娯楽費（レクリエーション費等） 不要  

通常の事業の実施地域を超えた所の交通費 不要 5.サービス提供地域による 
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当事業者は、サービス契約の締結にあたり、重要事項説明書に基づいて、恒春ノ郷デイサービスセンター事業

の重要事項について文書を交付し、説明をしました。 

 

令和   年   月   日 

 

事業者 住 所 

事業者（法人）名 

事業所名 

（事業所番号） 

代表者名 

神奈川県横浜市泉区西が岡１-３０－１ 

社会福祉法人 親善福祉協会 

恒春ノ郷デイサービスセンター 

第１４７３６００１２８号 

 

管理者 平野 貴之       印 

説明者 職 名 

氏 名 

 

 

       印 

 

私は、重要事項説明書に基づいて、恒春ノ郷デイサービスセンターの重要事項の説明を受け、同意し、交付を

受けました。 

また、適切な介護保険サービスを利用するために、市町村、居宅介護支援事業者等への必要な情報提供、ある

いは医療機関等への療養情報等個人情報を提供することに同意します。 

 

令和   年   月   日 

利用者 住 所  

 氏 名 印 

代理人 住 所  

（ご家族等） 

氏 名 印 

 


